建築計画概要書等の写しの交付申請書検査済証記入欄なし
令和　　年　　月　　日
鳥取県　　　　　事務所長　様
　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先　　　　　　　　　　　　　）
　建築計画概要書等の写しの交付を下記のとおり申請します。
記

１　申請書類
　□ 建築計画概要書の全部　□ 築造計画概要書の全部

　□ 建築計画概要書の一部（ □ 第一面、□ 第二面、□ 第三面 ）
　□ 築造計画概要書の一部（ □ 第一面、□ 第二面）
２　建築物等の概要（※築造計画概要書の場合は下記「建築」は「築造」と読み替える）
	建築主
	氏　名
	
	住　所
	　　　　市　
　　　　郡

	建築位置
	

	建築物の構造
	
	主要用途
	

	建築物の面積
	建築面積
	㎡
	延べ面積
	㎡

	確認済証
	交　付

年月日
	昭和・平成・令和

年　　月　　日                                           　　　　                                         　　　　
	番　号
	第　　　　　　　　　　　号


（注意）未記入欄があると建築物を特定ができず、写しを交付ができない場合があります。
３　申請理由等
	申請理由
	□ 不動産取引のため　　□ 建物調査のため　　□ 建築基準法上の確認のため

□ 隣地の敷地計画の確認のため（日照､環境､通風など）　　
□ その他（　　　　　　　　　 　　 　）

	建築主との関係
	□ 本人　□ 相続人　□ 本人から委任を受けた者  
□ 相続人から委任を受けた者　□ いずれでもない


４　提供方法
	提供の方法
	□ とっとり電子申請サービス　　□ 書面（□郵送　 □来所）
□ 電子メール（メールアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　）


※１　建築計画概要書等の全部と第一面は建築主等本人、相続人（委任を受けた者を含む）のみ交付可能。
※２　建築計画概要書の旧様式のものは、現様式の第一面、第二面、第三面に該当する事項に係る項目のみ交付可能。
※３　提供の方法は、原則としてとっとり電子申請サービスで申請があったものに限り、とっとり電子申請サービスにより交付する。郵送による交付を希望する場合でも返信用封筒等が提出がない場合は来所もしくはとっとり電子申請サービスでの受け取りとなる。また、電子メールでの交付を希望される場合は、個人情報を削除したものの交付のみ可能。
建築計画概要書の写しの交付申請書検査済証記入欄なし
令和○年○月○日
（申請年月日記入）
（住所地を所管する総合事務所長）　様
　　　　　　　　　　　　　　申請者　住所　鳥取市東町○丁目○○番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　鳥取　太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先　０８５７‐２６‐○○○○）
　建築計画概要書等の写しの交付を下記のとおり申請します。

記

１　申請書類
　□ 建築計画概要書の全部　□ 築造計画概要書の全部
　□ 建築計画概要書の一部（□ 第一面、■ 第二面、■ 第三面）
□ 築造計画概要書の一部（ □ 第一面、□ 第二面）
２　建築物等の概要（※築造計画概要書の場合は下記「建築」は「築造」と読み替える）
	建築主　
	氏　名
	鳥取　太郎
	住　所
	　鳥取　市　東町○丁目○○番地
　　　　郡

	建築位置
	鳥取市東町○丁目○○番地

	建築物の構造
	木造
	主要用途
	一戸建ての住宅

	建築物の面積
	建築面積
	○○○㎡
	延べ面積
	○○○㎡

	確認済証
	交　付

年月日
	昭和・平成・令和
○○年○○月○○日                                           　　　　                                         　　　　
	番　号
	第○○○○○○○○○○○号


（注意）未記入欄があると建築物を特定ができず、写しを交付ができない場合があります。
３　申請理由等
	申請理由
	■ 不動産取引のため　　□ 建物調査のため　　□ 建築基準法上の確認のため

□ 隣地の敷地計画の確認のため（日照､環境､通風など）　　
□ その他（　　　　　　　　　 　　 　）

	建築主との関係
	■ 本人　□ 相続人　□ 本人から委任を受けた者  
□ 相続人から委任を受けた者　□ いずれでもない


４　提供方法
	提供の方法
	■ とっとり電子申請サービス　　□ 書面（□郵送　 □来所）
□ 電子メール（メールアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　）


※１　建築計画概要書等の全部と第一面は建築主等本人、相続人（委任を受けた者を含む）のみ交付可能。
※２　建築計画概要書の旧様式のものは、現様式の第一面、第二面、第三面に該当する事項に係る項目のみ交付可能。
※３　提供の方法は、原則としてとっとり電子申請サービスで申請があったものに限り、とっとり電子申請サービスにより交付する。やむを得ず書面交付を希望する場合は、理由を記載のこと。なお、郵送による交付を希望する場合でも返信用封筒等が提出がない場合は来所もしくはとっとり電子申請サービスでの受け取りとなる。また、電子メールでの交付を希望される場合は、個人情報を削除したものの交付のみ可能。
記入例








